
6
申告書を作成する③

申告書（第一表及び第二表）の記入

step.24 申告書第二表を記入する

付表1-3から、次のとおり申告書第二表に必要な事項を転記します。

課税資産の譲渡等
の対価の額の
合計額

申告書第二表の記載項目 転記元項目等
課税標準額

消費税額

特定課税仕入れに係る
支払対価の額の合計額

⑪の内訳

⑰の内訳

返還等対価に係る税額

地方消費税の
課税標準となる
消費税額

step.25 申告書第一表を記入する

申告書第二表、付表1-3及び2-3から、次のとおり申告書第一表に必要な事項を転記します。

step.26 申告書第一表⑩中間納付税額を記入する（令和６年分の中間申告を行った事業者の方）

控除税額

申告書第一表の記載項目 転記元項目等
課税標準額
消費税額
控除過大調整税額

課税売上割合

①
②
③
④
⑤
⑥　
⑦
⑧
⑨
⑮
⑯

申告書第二表の①欄の金額
申告書第二表の⑪欄の金額
付表1-3の③C欄の金額
付表1-3の④C欄の金額
申告書第二表の⑰欄の金額
付表1-3の⑥C欄の金額
付表1-3の⑦C欄の金額
付表1-3の⑧欄の金額
付表1-3の⑨欄の金額
付表2-3の④欄の金額
付表2-3の⑦欄の金額

控除不足還付税額
差引税額

控除対象仕入税額
返還等対価に係る税額
貸倒れに係る税額
控除税額小計

課税資産の譲渡等の対価の額
資産の譲渡等の対価の額

６．２４％適用分
７．８％適用分

①
⑤
⑥　
⑦

付表1-3の①C欄の金額
付表1-3の①-1A欄の金額
付表1-3の①-1B欄の金額
付表1-3の①-1C欄の金額
付表1-3の①-2B欄の金額
付表1-3の①-2C欄の金額
付表1-3の②C欄の金額
付表1-3の②A欄の金額
付表1-3の②B欄の金額
付表1-3の⑤C欄の金額
付表1-3の⑤-1C欄の金額
付表1-3の⑤-2C欄の金額
付表1-3⑪欄（プラスの場合）
又は⑩欄（マイナスの場合）の金額
付表1-3⑪欄（プラスの場合）
又は⑩欄（マイナスの場合）の金額

⑨
⑩
⑪
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

㉓

６．２４％適用分
７．８％適用分

７．８％適用分

売上げの返還等対価に係る税額

特定課税仕入れの返還等対価に係る税額

６．２４％及び７．８％適用分

申告書第一表⑨欄の差引税額が48万円超の場合は、令和７年分の中間申告・納付が必要となります。
15ページを参照してください。

※

中間申告を行った事業者の方は、実際に納付したかどうかにかかわらず、令和６年の消費税の中間納付税額
の合計額を、申告書第一表⑩欄に記入します。なお、税務署から送付した申告書には、中間納付税額がある
場合、その合計額が印字されています。

３月ごと（年３回）又は１月ごと（年11回）の中間申告を行った場合、税務署から送付する申告書に中間納付
税額は印字されません。最終の中間申告分まで（３回分又は11回分）の消費税額を合計し、申告書第一表⑩
欄に記入してください。

※

「確定申告のお知らせ」はがき又は通知書をお持ちの事業者の方は、中間納付税額の金額をご確認ください。※
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基礎知識

確定申告の準備

申告書を作成する

消費税の
税額計算

地方消費税の
税額計算

申告書（第一表
及び第二表）
の記入

その他の項目

申告と納付

所得税の決算額調整

下書き用申告書等

確定申告の流れ

step.27 申告書第一表⑪納付税額を計算する

 

申告書第一表⑨差引税額が⑩中間納付税額を上回る場合、
その差額を計算し、計算結果を申告書第一表⑪欄に記入し
ます。計算結果がマイナス（負の値）となる場合は、申告書第
一表⑪欄は空欄のまま、step.28に進んでください。

step.29 申告書第一表⑰欄から⑳欄までを記入する

 

付表1-3から、次のとおり申告書第一表に必要な事項を転記します。

step.30 申告書第一表㉑中間納付譲渡割額を記入する（令和６年分の中間申告を行った事業者の方）

申告書第一表⑳納税額が、㉑中間納付譲渡割額を上回る場合、そ
の差額を計算し、計算結果を申告書第一表㉒欄に記入します。計
算結果がマイナス（負の値）となる場合は、申告書第一表㉒欄は
空欄のまま、step.32に進んでください。

⑨差引税額－ ⑩中間納付税額 ＝ ⑪納付税額

step.28 申告書第一表⑫中間納付還付税額を計算する

 

申告書第一表⑩中間納付税額が⑨差引税額を上回る場合、その差額を計算し、計算結果を申告書第一表⑫欄
に記入します。

⑩中間納付税額－⑨差引税額＝⑫中間納付還付税額

地方消費税の
課税標準となる
消費税額

申告書の記載項目 転記元項目等

譲渡割額

⑰

⑱

⑲

⑳

付表1-3の⑩欄の金額

付表1-3の⑪欄の金額

付表1-3の⑫欄の金額

付表1-3の⑬欄の金額

控除不足還付税額

差引税額

還付額

納税額

３月ごと（年３回）又は１月ごと（年11回）の中間申告を行った場合、税務署から送付する申告書に中間納付譲渡
割額は印字されません。最終の中間申告分（３回分又は11回分）までの地方消費税額を合計し、申告書第一表㉑
欄に記入してください。

※

「確定申告のお知らせ」はがき又は通知書をお持ちの事業者の方は、中間納付譲渡割額の金額をご確認ください。※

step.31 申告書第一表㉒納付譲渡割額を計算する

申告書第一表㉑中間納付譲渡割額が⑳納税額を上回る場合、その差額を計算し、計算結果を申告書第一表㉓欄
に記入します。

step.32 申告書第一表㉓中間納付還付譲渡割額を計算する

⑳納税額－ ㉑中間納付譲渡割額＝ ㉒納付譲渡割額

㉑中間納付譲渡割額－⑳納税額＝ ㉓中間納付還付譲渡割額

納付譲渡割額は、

 －  ＝ 
と求められます。

設例 甲野商店の場合

納付税額は、

円 － 円 ＝ 円

と求められます。

設例 甲野商店の場合

差引
税額

47,200 0 47,200 

167,400 0 167,400 

円 円 円

中間申告を行った事業者の方は、実際に納付したかどうかにかかわらず、令和６年の地方消費税の中間納付譲
渡割額の合計額を申告書第一表㉑欄に記入します。なお、税務署から送付した申告書には、中間納付譲渡割額
がある場合、その合計額が印字されています。
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step.33 申告書第一表㉖消費税及び地方消費税の合計税額を計算する（納付又は還付）

ここまでの計算結果を記入した申告書第二表は、以下のとおりです。

 

消費税及び地方消費税の合計税額は、 

（ 納付税額 円 ＋ 納付譲渡割額 円 ） － （ 控除不足還付税額 円 ＋ 中間納付還付税額 円 ＋ 還付額  円 ＋ 中間納付還付譲渡割額 0 円 ） ＝ 円

と求められます。

設例 甲野商店の場合

167,400 47,200 0 0 0 214,600

91802

88883121

9254341

114757

004761

004761

811776

8181868
60702802

㉖消費税及び地方消費税の
合計（納付又は還付）税額

納税する又は還付を受ける消費税及び地方消費税の合計税額を計算し、その計算結果を申告書第一表㉖欄に記入します。
なお、計算結果がマイナス（負の値）の場合には、数字の左側のマスにマイナス記号（－）を記入してください。

（⑪納付税額＋ ㉒納付
譲渡割額 ）－（ ⑧控除不足還付税額 ＋ ⑫中間納付

還付税額 ＋ ⑲還付額 ＋ ㉓中間納付
還付譲渡割額 ）＝

基礎知識

確定申告の準備

申告書を作成する

消費税の
税額計算

地方消費税の
税額計算

申告書（第一表
及び第二表）
の記入

その他の項目

申告と納付

所得税の決算額調整

下書き用申告書等

確定申告の流れ

ここまでの計算結果を記入した申告書第一表は、以下のとおりです。

消費税及び地方消費税の税額計算は、これで終了です。続いて、その他の項目を記入します。

91802

8807621

8807621

9254341

4761

476

274

274

1

006412

4761

60702802
60707112
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基礎知識

確定申告の準備

申告書を作成する

消費税の
税額計算

地方消費税の
税額計算

申告書（第一表
及び第二表）
の記入

その他の項目

申告と納付

所得税の決算額調整

下書き用申告書等

確定申告の流れ

ここまでの計算結果を記入した申告書第一表は、以下のとおりです。

消費税及び地方消費税の税額計算は、これで終了です。続いて、その他の項目を記入します。

91802

8807621

8807621

9254341

4761

476

274

274

1

006412

4761

60702802
60707112
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